
施 設 名

所管部・課

所 在 地

根 拠 法 令

設 置 条 例

１再現した中之口地区の豪農の館及び資料を保存し，後世にその歴史を伝えるよう努める。
２館及び資料の公開を通じて，郷土の歴史や民俗史を分かりやすく学べる場となるよう努める。

施 設 概 要

設置：平成６年８月１日
敷地：9013.18㎡，建築面積：620㎡(主屋）
建物構造・施設内容
　　　　澤将監の館　主屋：木造平屋建　銅版葺
　　　　　　　　　　　　土蔵：木造２階建　棧瓦葺（66㎡）
　　　　　　　　　　　　表門：木造平屋建　茅葺（66㎡））
　　　　資料館　　　　木造平屋建　棧瓦葺（149㎡）

施 設 の 設 置 目 的

管 理 ･ 運 営 に 関 す る 基 本 理 念 ， 方 針 等

中之口地区の民俗資料に関する資料を保存・公開し，市民の歴史及び文化に対する理解を深めることを目的として設置

公の施設【基本情報】

新潟市澤将監の館条例

新潟市澤将監の館

西蒲区役所地域課

新潟市西蒲区打越甲434番地


	【基本情報】

